
 

 

令和６年１２月 神河町区長会 会議次第 

ハートがふれあう住民自治のまち ～大好き！私たちの町 かみかわ～ 

 

と き 令和６年１２月２０日（金） 

午後３時３０分から 

ところ 神河町役場３階第３会議室 

 

 

１．開    会 

 

 

２．会長あいさつ 

 

 

３．町長あいさつ 

 

 

４．協 議 事 項  ＝ 行政より ＝ 

（１）税務課から 

 ・確定申告及び住民税申告相談日程のお知らせと会場使用のお願いについて 

                    （資料 1） 

 

（２）住民生活課から 

 ・自主防災かみかわ腕章の配布について              （資料 2） 

  

（３）教育課から 

 ・神河町青少年補導委員（次期）の推薦について          （資料 3） 

・「子どもを守る 110 番の家」の更新について     （資料 4・一部机上配布） 

 ・青少年健全育成（万引防止・情報モラル）カレンダーの配布について（資料 5） 

 ・2025・2026 年度「神河町人権文化推進員」の選任について（依頼） （資料 6） 

 

（４）総務課から 

 ・地域自治協議会の取組について                  （資料 7） 

 ・持続可能な自治会活動のあり方研究事業に関するアンケートについて（依頼） 

                                 （資料 8） 

 

 

５．区長会協議・報告事項 

 ・行政協力謝金（区長報償金）のお支払いについて   (資料 9・一部机上配布） 

 ・ひょうご県議会だより配布手数料の振込口座確認について    

  (資料 10・一部机上配布） 

・自治会活動保険の更新について                 (資料 11・一部机上配布） 
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６．今後の予定 

 ・神崎郡町長会と神崎郡連合区長会との行政懇談会 

   日時：２月１４日（金）午後４時～ 

   場所：神河町役場 ３階 第３会議室 

   対象：区長会長 

  

・２月定例区長会 

   日時：２月２０日（木）午前９時００分～  

場所：神河町役場本庁 ３階 第３会議室 

   対象：全区長 

 

 ・令和７年度町長懇談会 

   日時等の詳細は、例年どおり２月定例区長会でご案内いたします。 

   ※ご出席いただく対象の方は、区三役から区役員（３名）及び地域自治協議会 

会長・事務局員に拡大して実施する予定です。（区長会役員会で確認済） 

 

 

７．閉   会 

   藤原武夫副区長会長 

 

 

 

 

【配布資料】 

・行政協力謝金（区長報償金）のお支払いについて、 

ひょうご県議会だより配布手数料の振込口座確認について／封筒 

・子どもを守る１１０番の家 名簿 

・青少年健全育成カレンダー２部 

・年賀状廃止のお知らせ（公立神崎総合病院） 

・更生保護かんざき 

・ひょうご人権ジャーナル「きずな」１１・１２月 

・自治会活動保険関係書類／㈲Ａ－ＯＮＥ封筒 
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No.　　　　

ところ〔　１２月区長会　〕

と　き
令和６年１２月２０日（金）　

神河町役場　３階　第３会議室

神 河 町 区 長 会 会 議 録 控
　開 会 ： 午後３時３０分 ～

～区長会記録等にご利用ください～
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件　　　　　名 報告の必要性 区長会

報　　告　　先 報告期日 資料番号

神河町青少年補導委員（次期）の推薦について 必須

教育課 3/24(月)

「子どもを守る110番の家」の更新について 必須

教育課 3/24(月)

2025・2026年度「神河町人権文化推進員」の選任について
（依頼）

必須

教育課 3/21（金）

持続可能な自治会活動のあり方研究事業に関するアンケー
トについて

任意

総務課 3/31（月）

ひょうご県議会だより配布手数料の振込口座確認について 任意

総務課 1/20（月）

自治会活動保険の更新について 必須

総務課 1/10（金）
資料11

資料10
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報告等締切日一覧表

番
号

資料8

1

資料4

資料3

資料6

令和６年１２月２０日開催
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神河町役場　税務課（℡34-0961）

日　　　程 対 象 地 区 申 告 会 場

　　９：００ ～ 　１１：３０

　１３：００ ～ 　１５：３０

　　９：００ ～ 　１１：３０ 加　納

　１３：００ ～ 　１５：３０ 中　村

　　９：００ ～ 　１１：３０ 杉

　１３：００ ～ 　１５：３０ 粟賀町

　　９：００ ～ 　１１：３０

　１３：００ ～ 　１５：３０

　　９：００ ～ 　１１：３０

　１３：００ ～ 　１５：３０

　　９：００ ～ 　１１：３０

　１３：００ ～ 　１５：３０

　　９：００ ～ 　１１：３０ 東柏尾

　１３：００ ～ 　１５：３０ 山　田

　　９：００ ～ 　１１：３０

　１３：００ ～ 　１５：３０

　　９：００ ～ 　１１：３０ 大　山

　１３：００ ～ 　１５：３０ 猪　篠

　　９：３０ ～ 　１１：３０ 上小田  上小田活動促進センター（午前のみ）

　　９：００ ～ 　１１：３０ 宮　野

　１３：００ ～ 　１５：３０ 南小田

　　９：３０ ～ 　１１：３０ 大　畑

　１３：００ ～ 　１５：３０ 越　知

　　９：００ ～ 　１１：３０ 岩　屋

　１３：００ ～ 　１５：３０ 根宇野

　　９：３０ ～ 　１１：３０ 新田・作畑  作畑秀峰館（午前のみ）

　　９：３０ ～ 　１１：３０ 川　上  川上文化会館（午前のみ）

　　９：００ ～ 　１１：３０

　１３：００ ～ 　１５：３０

　　９：００ ～ 　１１：３０ 高朝田

　１３：００ ～ 　１５：３０ 鍛　治

　　９：００ ～ 　１１：３０ 寺　前

　１３：００ ～ 　１５：３０ 柏　尾

　　９：００ ～ 　１１：３０ 野村・比延

　１３：００ ～ 　１５：３０ 新　野

　９：００ ～ 　１１：３０ 寺野・上岩

　１３：００ ～ 　１５：３０ 貝野・しんこうﾀｳﾝ

　　９：００ ～ 　１１：３０ 大　河

　１３：００ ～ 　１５：３０ 全　町

　　９：００ ～ 　１１：３０

　１３：００ ～ 　１５：３０

　　９：００ ～ 　１１：３０

　１３：００ ～ 　１５：３０

《 確定申告相談日程表 》（案）   令和7年2月17日～令和7年3月17日

受　　付　　時　　間

2月17日(月) 福　本

 神河町ケーブルテレビ局舎

2月18日(火)

2月19日(水)

2月20日(木) 吉　冨

2月21日(金) 全　町

2月23日(日)
日曜開設日

全　町

2月25日(火)

2月27日(木)  大山なかよし会館

2月28日(金)
 南小田農村環境改善センター

2月26日(水) 全　町

3月3日(月)  越知公民館

3月4日(火)  根宇野公民館

3月5日(水)

3月6日(木) 長谷・栗・渕  センター長谷

※混雑を避けるため、できるだけ対象地区の日にお越しください。
　ご都合が悪い場合は、他地区の日でも申告できますが、お待ちいただく時間が長くなる場合が
　あります。ご了承ください。

3月7日(金)

 中央公民館

3月10日(月)

3月11日(火)

3月12日(水)

3月13日(木)

3月14日(金) 全　町

3月17日(月) 全　町
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            事 務 連 絡 

                          令和６年１２月２０日 

 

各 区 長 様 

 

住 民 生 活 課 長 長 井 千 晴

自主防災かみかわ会長 前 嶋 茂 徳 

 

 

自主防災かみかわ腕章の配布について 

 

 

 寒冷の候、貴職におかれましては、益々御清祥のこととお喜び申し上げます。 

 平素は、自主防災活動に格別の御尽力と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、現在各区に配布されています腕章につきまして、経年劣化による破損や紛失等

の報告を受け、新たに購入しましたので、下記のとおり配布させていただきます。 

つきましては、各区防災訓練にて御活用のうえ、適切な管理をよろしくお願いします。 

 

 

 

記 

 

 

 

１ 配布数 

  別紙 自主防災かみかわ腕章配布数一覧表 

※ 加納区については、配布済 

 

２ 配布方法 

  広報かみかわ配布に併せて配布 

 

【担当】 

 役場住民生活課 森岡 昇則 

 TEL：０ ７ ９ ０ － ３ ４ － ０ ９ ６ ３ 

 FAX：０ ７ ９ ０ － ３ ４ － １ ５ ５ ６ 

 Mail：jyumin_seikatu@town.kamikawa.hyogo.jp 
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別紙

リーダー サブリーダー 情報連絡班長 消火救出班長 救助救護班長 給食給水班長 避難誘導班長

新 田 1 2 1 1 1 1 1

作 畑 1 2 1 1 1 1 1

大 畑 1 2 1 1 1 1 1

越 知 1 2 1 1 1 1 1

岩 屋 1 2 1 1 1 1 1

根 宇 野 1 2 1 1 1 1 1

山 田 1 2 1 1 1 1 1

中 村 1 4 1 1 1 1 1

粟 賀 町 1 2 1 1 1 1 1

福 本 1 3 1 1 1 1 1

貝 野 1 2 1 1 1 1 1

しんこうタウン 1 2 1 1 1 1 1

寺 野 1 2 1 1 1 1 1

柏 尾 1 2 1 1 1 1 1

※ 加 納 1 2 1 1 1 1 1

東 柏 尾 1 2 1 1 1 1 1

吉 冨 1 2 1 1 1 1 1

杉 1 2 1 1 1 1 1

大 山 1 2 1 1 1 1 1

猪 篠 1 2 1 1 1 1 1

新 野 1 2 1 1 1 1 1

野 村 1 2 1 1 1 1 1

比 延 1 1 1 1 1 1 1

寺 前 1 2 1 1 1 1 1

鍛 治 1 2 1 1 1 1 1

大 河 1 2 1 1 1 1 1

上 岩 1 1 1 1 1 1 1

高 朝 田 1 2 1 1 1 1 1

宮 野 1 2 1 1 1 1 1

南 小 田 1 2 1 1 1 1 1

上 小 田 1 2 1 1 1 1 1

川 上 1 1 1 1 1 1 1

大 川 原 1 2 1 1 1 1 1

本 村 1 2 1 1 1 1 1

赤 田 1 2 1 1 1 1 1

重 行 1 2 1 1 1 1 1

為 信 1 2 1 1 1 1 1

峠 1 2 1 1 1 1 1

栗 1 2 1 1 1 1 1

渕 1 - 1 1 1 1 1

合　　計 40 78 40 40 40 40 40

※ 加納区については、配布済み

　　　　　　　　　　　　　　　自主防災かみかわ腕章配布数一覧表
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令和６年１２月２０日 

 

 各区長様 

神河町教育長 入江 多喜夫 

        

神河町青少年補導委員（次期）の推薦について 

 

 寒冷の候、貴職におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 平素は、青少年の健全育成及び非行防止活動に格別のご支援、ご協力を賜り感謝

申し上げます。 

 さて、近年は凶悪な社会犯罪が全国で多数発生しており、地域の方々が安全安心

に暮らすためには、自治体、教育委員会、防犯協会、自治会などが連携し、地域が

一体となって子どもの安全を守る取組が重要となります。その意味においても、青

少年補導委員は大変重要な役割を担っています。 

つきましては、現委員の任期が令和７年（２０２５年）３月末をもって満了する

にあたり、次期委員の推薦をお願いします。なお、再任も可能です。推薦方法につ

きましては、添付している推薦書を令和７年（２０２５年）３月２４日（月）まで

に提出くださいますようお願いします。 

記 

◎現在の補導委員（１８名） 

校 区  人数 現補導委員(地区) 

寺前小学校 

 

４ 

(１名

欠員) 

藤山 達仁委員（野村）・藤原 忠士委員（大河） 

中正 喜晴委員（上岩）・高橋 昭博委員（上小田） 

長谷小学校 

 

４ 小林 和典委員（川上）・佐古 守委員（大川原） 

上垣 朝明委員（長谷）・西原 雄一委員（栗） 

神崎小学校 

 

１０ 林 和一委員（作畑）・前田 正明委員（大畑） 

藤尾 充委員（中村）・早川 浩司委員（粟賀町） 

内藤 忠彦委員（福本）・山名 慎吾委員（しんこうタウン） 

森岡 昇則委員（寺野）・山本 正人委員（加納） 

山口 勝美委員（杉）・澤田 崇弘委員（大山） 

                        【問合せ先】 

                    神河町教育委員会（担当：陰地）  

T e l : 3 4 - 0 2 1 2  F a x : 3 4 - 0 6 4 5 
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神河町青少年補導委員会 活動内容 

活

動

内

容 

町

の

活

動 

・委員会（5回）（4月、7月、9月、12月、3月） 

・JR 寺前駅、新野駅街頭啓発活動（1回）（4月） 

・長期休暇中町内巡回パトロール（各 1回）（7～8月、12月、3月） 

・長期休暇中自宅周辺のぼり旗掲出 

・かみかわ夏まつりパトロール（8月） 

・人権・青少年健全育成合同大会（12 月） 

郡

の

活

動 

・神崎郡青少年補導委員会総会・研修会（5月） 

・神崎郡 JR 播但線列車補導（不定期 1回） 

・神崎郡補導センターだよりの原稿執筆（該当者のみ 1回） 

・兵庫県青少年補導委員会連合会大会・研修会（表彰該当者および希望者

のみ、10月） 
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（別紙様式） 

 

 神河町教育長 様 

 

２０２５、２０２６年度 神河町青少年補導委員 推薦書 

              （地域補導委員） 

 

                      区長         ○印   

 

小学校区 (地区)名  

再  任  ・  新  任 

ふ り が な  

氏    名 
 

生  年  月  日   年  月  日 (年齢 満  歳) 

自 宅 住 所 
〒679- 

神崎郡神河町 

電話番号(自宅)  ０７９０ －    －  

携帯電話(任意)       －    －  

※令和７年（２０２５年）３月２４日（月）までに提出をお願いします。 

いずれかに○ 
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令和６年１２月２０日 

 

各 区 長 様 

 

神 河 町 教 育 委 員 会 

教育課長 児島 浩司 

 

 

「子どもを守る１１０番の家」の更新について 

 

 寒冷の候、貴職におかれましてはますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

 平素は、青少年の健全育成に御支援と御協力を賜り、誠にありがとうございます。 

「こどもを守る１１０番の家」は、子どもが自分の身に危険を感じたとき、子どもを

安全に保護し、警察等への通報に御協力いただける家のことです。登録内容に変更があ

った場合は、できるだけ早くその内容を反映させる必要があります。 

つきましては、登録名簿を添付しますので、各地区にて御確認いただき、変更がある

場合は、下記のとおり御報告いただきますようよろしくお願いします。 

特に、通学路近辺にお住まいの方には積極的に登録いただけるよう、御協力をお願い

します。 

 

                 記 

 

新規登録の場合 

別紙 承諾書を教育課へ提出してください。 

 

廃止の場合 

教育課へ御連絡いただいた上で、貸与品の黄色い旗を返却してください。 

 

 

 ※報告期限:令和７年３月２４日（月） 

 

    【問合せ先】       

神河町教育委員会 教育課 

担当：陰地      

        TEL 0790-34-0212      

        FAX 0790-34-0645       
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ふりがな

住　　 所

電話番号

用 　　途

　　　令和　　　年　　　月　　　日

　　　神　河　町　長　　　様

　神河町

　０７９０－　　－

　　住宅　　　　店舗　　　　その他（　　　　　　　　　）

　※店舗の場合は営業時間、定休日等を記入してください。

氏名又は
店 舗 名

年
齢

歳 

　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　印　

　　「こどもを守る１１０番の家」承諾書

私は、「こどもを守る１１０番の家」の趣旨に賛同し、子どもの安全

確保と被害防止に協力し登録することに承諾いたします。

備 　　考
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令和６年１２月２０日  

  各 区 長 様 

 

                      神崎郡青少年補導センター  

                           所 長 木 下 裕 之  

 

 

青少年健全育成（万引防止・情報モラル）カレンダーの配布について（お願い） 

 

 

 寒冷の候、貴職におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げま

す。 

 平素は、青少年の健全育成、非行防止活動に対しまして、ご理解とご支援を賜

り厚くお礼申し上げます。 

 さて、今年度に郡内の児童生徒より募集いたしましたポスター並びに標語の作

品を掲載した２０２５年用カレンダーが出来上がりました。 

つきましては、「万引・窃盗防止」「情報モラル向上」健全育成活動啓発のた

め、地区の公民館などに掲示していただき、幅広くご活用いただきますようお願

いいたします。 

 今後とも、青少年健全育成活動にご理解とご支援を賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 
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（ 公 印 省 略 ） 

２０２４(令和６)年１２月２０日 

 

各 区 長  様 

 

 

神 河 町 長  山 名 宗 悟  

 

神河町教育長  入 江 多喜夫  

 

 

2025・2026 年度「神河町人権文化推進員」の選任について（依頼） 

 

 

寒冷の候、区長の皆様にはますますご健勝でご活躍のこととお喜び申しあげます。 

平素は、町行政並びに人権教育・啓発の推進につきまして、格別のご理解とご協力を

いただいておりますこと、厚くお礼申しあげます。 

神河町では、「ハートがふれあう住民自治のまち」の合言葉のもとに、平成 20 年 3 月

に「人権尊重のまち」を宣言し、豊かな自然の中で、町民一人一人が自らの人権意識を

高め、お互いを認め、尊重し合える町づくりを進めています。 

その一つとして、各区で地域のリーダー的な役割を果たしていただく「神河町人権文

化推進員」を選任していただいているところですが、本年度末をもって改選（２年任期

の２年目が終了）となります。 

つきましては、区長の皆様には大変ご多用のところ誠に恐縮ですが、別紙の「神河町

人権文化推進員設置要綱」に基づき、下記のとおり 2025・2026 年度の「神河町人権文

化推進員」を選任していただきますよう、よろしくお願い申しあげます。 

 

 

記 

 

１ 提出様式  2025・2026 年度「神河町人権文化推進員」選任報告書（別紙） 

 

２ 提出期限  2025(令和 7)年 3 月 21 日（金） 

 

３ 提 出 先  神河町教育委員会 教育課（担当：佐想） 

ＴＥＬ 34-0212  ＦＡＸ 34-0645 

E-mail:kyouiku@town.kamikawa.hyogo.jp 
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「神河町人権文化推進員」制度について 

【神河町人権文化推進員設置要綱】 

 

１．推進員は、「ハートがふれあう住民自治のまち」の合言葉のもとに、人権尊重を基本

に、日常生活の中において互いの人権を尊び合い、心のかよう町づくりを啓発する活動

に努め、地域のリーダー的な役割を果たす。 

 

２．推進員の委嘱は、町内の区ごとに区長が選任し、町長が委嘱する。 

 

３．推進員の任期は２年とし、再任は妨げない。（予定任期 2025.4.1～2027.3.31） 

 

４．推進員の数は、設置の趣旨を踏まえてできるだけ多くの選任をお願いしたい。隣保数

等を目安に各区の実情に応じて選任する。 

 

５．推進員は、区長との連携のもとに住民の人権意識を高め、心安らぐ住みよい地域づく

りの活動を推進する。 

 

６．推進員は、神河町又は神河町人権文化推進協議会が開催する研修等を積極的に受け、

人権を基盤とする町づくりの識見を高める。 

 

７．推進員制度に必要な経費は、一般会計および神河町人権文化推進協議会予算に計上す

る。 

2023・2024 年度 推進員設置数 （※2024.12 現在） 

区 名 選 任 数 区 名 選 任 数 

新 田 ４ 新 野 ７ 

作 畑 ３ 野 村 １０ 

大 畑 ８ 比 延 ４ 

越 知 ７ 寺 前 １１ 

岩 屋 ５ 鍛 治 １１ 

根宇野 ５ 大 河 ７ 

山 田 １０ 上 岩 ２ 

中 村 １１ 高朝田 ９ 

粟賀町 ８ 宮 野 ４ 

福 本 ７ 南小田 ８ 

貝 野 ４ 上小田 ５ 

しんこうタウン ３ 川 上 ５ 

寺 野 ８ 大川原 １ 

柏 尾 ６ 本 村 ２ 

加 納 ４ 赤 田 １ 

東柏尾 ６ 重 行 １ 

吉 冨 １２ 為 信 ２ 

杉 ４ 峠 １ 

大 山 ４ 栗 ４ 

猪 篠 ７ 渕 １ 

計 ２２２名 
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年  月  日 

 

神河町教育長  入 江 多 喜 夫 様 

 

        区   区 長                

2025・2026年度 神河町人権文化推進員選任報告書 

 

下記のとおり選任しましたので、報告いたします。 

 

記 

№ 
ふ り が な 

住   所 連絡先 役職・組等 
氏   名 

１ 

 神河町 
 

 
 

２ 

 神河町 
 

 
 

３ 

 神河町 
 

 
 

４ 
 神河町 

 
 

 

５ 

 神河町 
 

 
 

６ 
 神河町 

 
 

 

７ 

 神河町 
 

 
 

８ 

 神河町 
 

 
 

９ 

 神河町 
 

 
 

10 

 神河町 
 

 
 

11 
 神河町 

 
 

 

12 

 神河町 
 

 
 

※お手数ですが、３月２１日（金）までに教育課（担当：佐想）へ報告をお願いします。 
19
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分野 越知谷B 粟賀北B 粟賀南B 大山B 寺前B 小田原B 長谷B

1 地域の福祉の向上
・活動拠点整備（福祉活
動及び協議会事務所）
・有償助け合いサービス

・80歳以上への弁当配布

・避難対応時車椅子購入
・ふれあい喫茶
・車椅子利用のための公
民館進入対策工事

・区グラウンドゴルフ場
整備・用具購入補助
・独居老人への弁当配布

・命のカプセル配布

2
地域の子どもの健全育成
及び文化

・歴史文化勉強会
・越知谷発電所復興調査

・大山城復活プロジェク
ト

3 地域の生活環境の向上

・県道改良要望会
・空き家の適正管理（利
活用）
・越知川名水花街道事業

・河川金網柵周辺等草刈
り対策
・有償ボランティア募集
・刈払い機講習会
・ハザードマップ活用勉
強会

・地域を支える農業の将
来像形成のための基礎調
査

・危険空き家崩落対策の
ための修理・補強・周囲
への安全対策
・環境美化のための草刈
り
・放棄田草刈り・除草剤
散布
・空き家・空き地の草刈
り
・寺裏山、通学路危険木
伐採
・大池城山線法面土砂除
去・草刈り
・イベント広場入口修繕
対策

・スズメバチ駆除経費へ
の助成

・獣害防止柵更新・周辺
草刈り（委託及びお助け
隊）
・お助け隊組織化
・お助け隊による犬見川
両岸草刈り

4
地域の安全・安心及び活
性化

・防災訓練の実施
・防犯カメラ設置補助
・消火栓ホース格納庫補
助

・防犯カメラ設置補助
・各区年1回避難訓練
・必要防災資機材（各区
防災倉庫/投光器・脚立
他）購入

・簡易ミラーの設置
・防犯カメラの設置

・児童集合場所への防犯
カメラ設置

・避難所在り方研修
・自主防用ヘルメット購
入
・命のカプセル配布
・防災行政無線電池交換
・県道沿防犯灯設置経費
補助
・防犯カメラ（トレイル
カメラ）設置

5 その他地域づくり計画

・レク・スポーツ事業
・地域づくり勉強会（歴
史・文化同時開催）
・部会員先進地視察

・先進地視察
・地域づくり勉強会
・各種研修会等への参加
経費

・公園トイレの様式化
・ブロックグラウンドゴ
ルフ大会景品等
・コスモス祭り経費助成

・秋祭り・ふれあい行事
等経費助成
・神社敷地内危険木伐採

※越知谷BはR5繰越分678
千円を含む

・ホームページ（サー
バー・更新代）
・会報誌
・事務局会計業務
・役員報酬
・事務所使用料

・事務所使用料
・会合経費
・備品消耗品費

・事務局会計業務
・役員等報酬
・事務所使用料

・自治協広報誌
・活動拠点施設経費
・役員報酬等

・事務所使用料
・会議用お茶代
・事務消耗品・通信料等

・部会活動費・研修費
・旅費・交通費
・お茶代・消耗品等
・事務所使用料

・補佐員報酬
・コピー・お茶郵便料
・ヘルメット

■ 予算（申請額/上限額千円） 3,398/2,744 4,000/4,008 2,544/3,626 2,688/2,688 4,100/4,163 2,800/2,866 2,391/4,405

■　令和6年度　地域自治協議会　各ブロック地域づくり事業計画の推進状況　（※）10/21～31中間ヒヤリング時点の進捗状況　【実施中・実施済みは下線】（R6.12.20区長会提出№1）
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令和6年度 地域自治協議会 各ブロック地域づくり推進状況について（R6.12.20 区長会提出 №2） 

 

 

〇別紙 各ブロック地域づくり計画の推進状況（※10/21～10/31中間ヒヤリング時点）№1を簡単に文書化しています。 

聞き取り内容をもとに作成を行っていますが表現・内容等に補正等がある場合はお知らせくださるようお願いします。 

 

■寺前ブロック（10/21）                       【支え合う人と人とのつながりで地域活性化】 

・避難対応時の移動補助対策として、車いす（6区計20台）購入、4区（新野区、比延区、寺前区、鍛治区）で実施のふれ 

あい喫茶に200円程度のスイーツ助成。（10月町広報で紹介） 

・車いす利用のための公民館進入対策工事、区内老朽空き家崩落対策、幹線道路沿線等草刈り、寺裏山の危険木伐採、通学 

路危険木伐採、イベント広場入口等修繕対策、コスモスまつり経費助成を実施。放棄田草刈り・除草、空き家草刈り、町  

道法面土砂除去・草刈り、児童集合場所への防犯カメラ設置、公園トイレの洋式化については現時点で未実施。 

・当初7月に計画していたブロック交流グラウンドゴルフ大会が雨天延期となり少しテンションが下がった。あらためて11 

月 30日に開催することとなったが同日は人権青少年合同大会が開催されるため参加者が若干少なくなる可能性も有り。 

（当日は好天に恵まれ予定どおり70数名の参加者で楽しく交流が図られました。） 

 

■小田原ブロック（10/21）                      【みんなでつくろう 笑顔あふれるふるさと】 

・上岩区、宮野区、上小田区においてグラウンドゴルフ場整備を行った。用具購入補助も実施。 

・独居老人への弁当配布は社協事業の配布対象者を基本として毎週月曜日に夕食弁当としてまちの灯り弁当を民生委員の協 

力を得て配布（利用者負担は200円/回）。7年度も継続実施予定。 

・スズメバチ駆除経費については、1件1万円を支給した。放棄地等対策についてはかなりの時間を割いて協議を進めてい 

るが7年度から管理放棄地草刈り等経費助成と一人暮らし高齢世帯の周辺草刈り対策を実施予定、但し、あくまでも区で 

認めた場合が前提となる。 

・地域の安全安心対策として、自主防災用ヘルメット（5区計50個）、救急・救命安心カプセルの全戸配布、防災行政無線 

個別受信機の電池配布、理事対象にオンデマンド研修を実施。 

・防犯カメラ（トレイルカメラ）は上小田区で設置、上岩区で準備中。 

・神社敷地内樹木伐採経費助成、各区ふれあい行事への費用助成を実施。 

 

■粟賀南ブロック（10/22）                           【まとまり、つながり、ひろがり】 

・地域の生活環境の向上を目標に、河川金網柵周辺草刈り作業について貝野区で実施を確認、他区についても例年取組の作 

業であり恐らく実施済みと思うが各区に確認をして事務を進める。 

・松ヶ瀬グラウンド雑木伐採委託事業は柏尾区実施事業に変更となっているが実施は未だ。その他、有償ボランティア募集、 

刈払機講習会、ハザードマップ活用勉強会は未実施。但し、ハザードマップ活用勉強会は8/10の理事会で実施不要との 

意見があったが、やり方も含め再検討したい。 

・現在、粟賀南ブロックは河川部会として河川を中心とした取り組みを展開しているが、もう一回、部会を開いてもらって 

「河川水部会」として『水』を追加するようにお願いもしている。 

・また、各区の困りごと事業にも展開できる自治協事業は大変ありがたい事業である。 

 

■越知谷ブロック（10/22）                        【だんない越知谷 永遠の田舎人天国！】 

・協議会活動拠点整備として事務所のLED化、パーテーション化、高熱水費等を予定。 

・有償助け合い事業は、「地域を守る」有志26人が活動。部屋の片づけや料理、買い物代行などの家事は30分 250円、畑 

作業や草刈り、除雪などの力仕事は30分 500円で実施中。（8月神戸新聞で紹介） 

・椀貸渕説明看板については未設置。発電所復興調査については3、5、8月と愛媛大学、県立大学調査を実施。 

・空き家のお試し移住は当初5件を予定していたが現在1件の実施（9月神戸新聞で紹介）。予算化はしていないが名水花街 

道事業は1回作業を実施した。予算化はないが、防災訓練について、各区10～12月にワークショップと防災訓練を実施 

して、その検証等を1～2月に取りまとめていく。災害の種類によってどこに逃げるのかという実態に合った避難行動を 
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マイ避難カードにして冷蔵庫に貼っていく。防犯カメラは作畑区で設置済み。消火栓ホース格納庫は大畑区以外4区で実 

施済み。収穫祭は実施したがレク・スポーツ行事は今年度実施は見込めず。地域づくり（歴史・文化）講演会は作畑編と 

して実施、参加者は12名と少なめであったが講師は地元の方にお願いしてお茶会も実施した。先進地視察は7/31に佐用 

町、宍粟市へ。 

・会報誌は春に1回出しているが年2回の予定としておりもう1回正月号を予定。プラス毎月事務局長手づくりの「おちだ 

にだより」を発行している。 

・広報で寺前ブロックの活動紹介を見て、越知谷も車いす配備を考えようと思っている。 

 

■長谷ブロック（10/22）                      【～一人ひとりが輝き続けるむらをめざして～】 

・福祉の向上事業において、緊急時の安心ポーチを全戸配布。 

・生活環境の向上事業において、地域の困りごとである草刈り対策を主たる目的としてお助け隊を募集した結果、9名の応 

募があり区長9名を含めて組織化。作業の安全を確保するためにセーフティヘルメットを20個購入して作業時の着用を 

義務付けている。6月実施の犬見川ホタル祭りに向けて直近の草刈り作業をお助け隊で実施したほか、渕区内獣害防止柵 

周辺刈払い及び柵更新作業を実施。峠区における獣害防止柵周辺刈払い及び柵更新修繕等は広範囲で危険性も伴うことか 

ら業者委託とした。 

・その他地域づくり事業として、従来から実施のふれあい喫茶事業に1人200円以内のデザート支援を行うこととした。 

・「自治協 はせ通信」を7月に発行し、お助け隊活動、安心ポーチ各戸配布、ふれあい喫茶支援を紹介した。 

・長谷地区の振興を考える会との1本化に向けては役員改選期でもありR７、8年度で協議を進めていく。 

・川上区の砥峰高原イベントはPRしなくても人がいっぱい来る。なんとかこれを活用できる方策を考えられないか。 

ふれあいマーケットの商品販売等、結局は人件費の問題に行き着く。 

・生活支援協議体地域包括事業を自治協がどう展開していくか。 

 

■粟賀北ブロック（10/31）                     【地域のつながり、まちを愛する心のつながり】 

・6年度の粟賀北ブロックの活動は防災に特化した取り組みになっており5区で防災倉庫の設置を行った（11月町広報で紹 

介）。あわせて、ひょうご安全の日推進事業を活用し全5区で採択された。11月 3日中村区は社会福祉士を講師に要支援 

者の避難ルートを地図に落とし込んで確認し自主防災中心のメンバーで実施。同日、根宇野区は各隣保館集合から公民館 

まで移動し消火器訓練、要支援者宅への電話連絡と個別訪問を実施。11月 4日山田区は各隣保館に集合して安否確認その 

後新生館に集合しウォークラリーを実施。中播消防署から消防車や救急車展示とAED・心肺蘇生訓練、非常食のパンも 

試食。11月 10日福本区は各集会所・公民館に避難後、消火器・消火栓訓練、AED心肺蘇生訓練。食事は持ち帰り。同日 

の粟賀町区は外部スピーカーがどれくらい届くか⇒聞こえないところは役場に要望、各隣保からの避難経路、区内の危険 

個所の確認（防災士研修を踏まえて）、消防と連携して消火栓訓練を実施。 

・ひょうご安全の日推進事業を活用してブロック統一の訓練計画も提案されたが各区実施内容が異なったため各区意向を踏 

まえての申請手続き一切を事務局長が行った。 

 

■大山ブロック（10/31）            【〝健康～元気～安全～賑わい～伝統文化〟を大切にする地域づくり】 

・生活部会では、80歳以上の弁当配布は年2回を予定しているが第1回目を9月吉冨区、10月大山区、杉区・猪篠区は年 

内実施予定。2回目は2月、3月予定。高齢者体操教室（すこやか体操）は毎回13～17名の参加があり継続中。 

・活性化部会は各区から2～3名を入れての組織づくりに努め、若手の担い手、草刈りの問題を共有している。地域を支え 

る農業の将来像形成のための基礎調査として10万円程度を支出してドローン研修に2人程度の受講を考えている。 

・文化交流部会は、5月にも実施したが11/10大山城登山を実施（11月神戸新聞で紹介）。中播磨地域づくり活動応援事業 

の補助を受けてパンフレットを作成。登山道間伐補修や、案内チラシ、のぼり旗を作成設置。次回は銀の馬車道とのコラ 

ボ事業を考えている。 

・安全安心部会は、簡易ミラーの設置をブロック全域に呼びかけ9件を承認、助成。防犯カメラは募集中、今後検討。 

・自治協広報誌は年4回の計画をしているが2回発行。活動拠点費としてエアコン設置費27万円を追加した（先進地研修 

の取り止め経費で対応）。 

24



（電子メール施行） 

市 振 第 3 0 4 6 号 

令和６年 11月 14日 

 

 各市町地域コミュニティ担当課長 様 

 

 

                 兵庫県総務部市町振興課長 

 

 

持続可能な自治会活動のあり方研究事業に関するアンケートについて（依頼） 

 

少子高齢化の進展に伴い、多くの地縁団体（自治会・町内会等）で加入率の低下や後

継者不足などの課題を抱えています。持続可能な自治会等のあり方を検討するため、自

治会等で抱える課題のほか、力を入れている取組や近年新たに始めた取組について把握

するため、別添のアンケートにご協力お願いします 

 つきましては、各市町の地域コミュニティ担当課においては、自治会等へのアンケー

ト送付のご協力をお願いいたします。なお、各市町においてのアンケートのとりまとめ

は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県総務部市町振興課 
企画班（行政・住民制度担当） 宮﨑 
TEL：078-362-3098 
FAX：078-362-3907 
E-mail: Taiki_Miyazaki@pref.hyogo.lg.jp 
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自治会・町内会等に関するアンケート ～ 持続可能な自治会等を考える ～ 

 

 少子高齢化の進展に伴い、地域福祉や防災など複雑化する課題への対応の

必要性は高まっているが、多くの地縁団体（自治会・町内会等）で

や などの課題を抱えています。 

 持続可能な自治会等のあり方を考えるため、皆様の自治会等で の

ほか、 や について、以下のアンケー

トにご協力お願いします。なお、ご回答いただいた内容は、持続可能な自治会

等のあり方を考えるために使用し、目的外で使用することはありません。 

 

〔自治会等の名称・ご連絡先〕 

自治会等の 

名 称 
 

自 治 会 等 の 

所 在 市 町 名 
市・町 

電話番号※  メールアドレス※  

※ご記入いただいたアンケートについて、個別にご連絡差し上げ、詳細に内容をお聞かせいただくこ

とを考えています。そのような対応が可能でしたら、電話番号やメールアドレスをご記入願います。 

 

① 自治会の加入率について※把握している範囲でご回答をお願いします 

・自治会内の世帯数を教えてください。               世帯 

  

・自治会に加入している世帯数を教えてください。          世帯 

 

・加入していない世帯について、加入しない主な理由を教えてください。                      

 

 

・加入していない世帯の主な年齢層を教えてください。        歳代     

 

②会長、役員の業務について 

・現在の会長、役員の年齢層を教えてください。  

 会  長：     歳代    会長以外の役員：     歳代 

 ※会長以外の役員が複数いる場合は、主な年齢層をご記入ください。 

 

・会長、役員の歴任期間を教えてください。 

 会  長：     年間    会長以外の役員：     年間 

 ※会長以外の役員が複数いる場合は、主な歴任期間をご記入ください。 

 

・会長、役員の選任方法を教えてください。 

 

（裏面に続く） 
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・会長、役員が担う業務を教えてください。（具体的かつ網羅的にご記入いただくと幸いです） 

 

・会長、役員が担う業務のうち負担に感じる・思われている業務を教えてください。 

 

 

③加入世帯の業務 

・会長・役員以外の加入世帯が担う業務を教えてください。（具体的かつ網羅的にご記入い

ただくと幸いです） 

 

・会長・役員以外の加入世帯が担う業務の中で、負担に感じる・思われている 

業務を教えてください。 

 

 

④将来的な課題 

・自治会等の活動で不安に感じている点があれば教えてください。 

※別紙にご記入いただいても結構です。 

 

 

 

 

⑤自治会等で力を入れている取組 
・自治会等で力を入れている取組や近年新たに始めた取組など教えてください。 

 ※些細なもので結構ですので幅広にご記入ください。別紙にご記入いただいても結構です。 

 ※例えば、高齢者・子供の居場所づくり、SNSやデジタルツールの活用、活動の見直し（業務の棚

卸）や見える化（広報充実、会計の透明性強化等）、他の自治会や企業・NPO等との連携協力 

 

 

 

 

 

 

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 
  

（問い合わせ・提出先）郵送・Eメール・FAX のいずれかで提出いただけますと幸いです 

兵庫県市町振興課企画班   担当：宮﨑 泰生（みやざき たいき） 

〒６５０－９５６７ 兵庫県神戸市中央区下山手通５－１０－１ 

☎ 078-362-3098（直通）  Taiki_Miyazaki@pref.hyogo.lg.jp 

FAX 078-362-3907 

 

以下のQRコードからも 

アンケートの回答が可能です 
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（ 公 印 省 略 ） 

神河（総）第○○○号 

令和６年１２月１９日 

 

○○ ○○  様 

 

神河町長 山 名 宗 悟 

                     

 

令和６年度神河町行政事務協力謝金の支払いについて 

 

師走の候、貴職におかれましてはますます御清祥のこととお喜び申し上げま

す。 

平素は、町行政推進のため御尽力賜っておりますことに対し、深甚なる敬意を

表します。 

 さて、区長会申し合わせ事項に基づき令和６年度神河町行政事務協力謝金の

内、後期分をお支払いいたしますので、下記内容を御確認いただきますようお願

い申し上げます。 

 

記 

 

１．年間支払額 

    均等割分    ○○○○円 

    世帯割分     ○○○○円 （＠1,015.010722 円 × ○○世帯） 

    合  計    ○○○○円 

 

２．算定方法 

  ・均等割５０％、世帯割５０％で算定 

・世帯数は、令和６年４月１日現在の住民基本台帳による世帯数を使用 

 

３．支払方法 

・年２回払いとし、８月(50％）、１２月（50％）で口座振込払いとします。 

・均等割分は源泉徴収し、世帯割分は源泉徴収しておりません。 

 

４．１２月期支払額（50％） 

    均等割分     ○○○○円 （○○○○円 × 50％） 

    世帯割分     ○○○○円 （○○○○円 × 50％） 

    源泉徴収   △ ○○○円 （○○○○円 × 3.063％） 

    研修負担金  △ ○○○円  

    懇親会負担金 △ ○○○円 

    合  計     ○○○○円 

 

５．振込予定日 

  令和６年１２月２７日（金） 
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（事 務 連 絡） 

令和６年１２月２０日 

 

«区長名» 様 

 

神河町区長会 

会長 前 嶋 茂 徳  

 

 

ひょうご県議会だより配布手数料の振込口座確認について 

 

 平素は、各区の運営に御尽力いただいておりますこと、また、神河町区長会の

運営に格別の御理解と御協力を賜っておりますことに対し、心よりお礼申し上

げます。 

 さて、今年度からご依頼しております「ひょうご県議会だより」の配布につき

まして、年４回発行で令和７年２月が今年度最後の配布となります。 

つきましては、令和６年度ひょうご県議会だより配布手数料お支払いに向け

て、以前に選挙公報配布委託料の振込口座として債権者登録いただいておりま

す下記の口座に振込させていただきたく存じます。 

 なお、下記の口座以外にお振込を御希望される場合は、太枠内の変更口座欄に

御記入いただき御提出ください。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１．振込口座の指定について 

口座選択欄 登録口座 変更口座 

金融機関 «銀行名称»  

支店名 «支店名称»支店  

口座番号 «口座暗号化»  

口座名義人(カタカナ) «口座名義人»  

預金種別 «口座種別»  

 
 

２．変更の場合の提出期限  令和７年１月２０日（月） ＦＡＸ・メール可 

 

※７.２円（１戸）×４回配布の合計戸数分を２月中に振込み予定です。 
  

 

      神河町区長会事務局 井出            

 TEL 0790-34-0001／FAX 0790-34-0691     

E-mail hr-ide@town.kamikawa.hyogo.jp  
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自治会活動保険の更新について 

 町内ほとんどの区がご加入の自治会活動保険が更新となりますので、内容を

ご確認の上「加入依頼書」及び「年間活動実績表」の提出をお願いいたします。

（昨 

年度と若干保険料が変更になっております。） 

1．≪神河町 自治会活動保険 加入依頼書≫の記入について 

① 次ページの上の表で「Ａコース」か「Ｂコース」のどちらかを選び、「世帯

数」「保険料」を下の計算表   の中に数字・金額を記入する。 

② オプションの「費用損害」に加入する場合は、保険料（8,650 円）を加算

する。 

③ 「神河町住民以外の傷害保険」に加入する場合は、「Ａコース」か「Ｂコ

ース」のどちらかを選び、下の計算表   の中に金額を記入する。 

…「神河町住民以外の傷害保険」の加入人数は、５名で固定。 

④ 計算式をすべて完成させる。 

⑤ 一番下の行に申込日、自治会名、代表者（区長）名、区長印を押印する。 

◆なお、区長名を署名の場合のみ押印不要です。 

 

2.「神河町住民以外の傷害保険」に加入する場合は、≪年間活動実績表≫に令和 

６年１月２６日～令和７年１月１０日に町外の方が参加された自治会活動日 

を記入します。 

ただし、記入は７回以内とする。（８回以上になると掛金が高くなる） 

 

3.申し込みは、≪神河町 自治会活動保険 加入依頼書≫の用紙を役場総務課 

（区長会事務局）へ提出する。 

なお、「神河町住民以外の傷害保険」にも加入する場合は≪年間活動実績表≫ 

の用紙も同時に提出する。 

【申込先】 神河町区長会事務局 神河町役場総務課（井出） 

 TEL  ３４－０００１ 

               Mail soumu@town.kamikawa.hyogo.jp 

 

4.保険の掛金は、次の口座（区長会事務局）へ振り込む。または総務課へお釣り 

がいらないように現金をお持ちください。 

【振込先】 兵庫西農業協同組合 寺前支店 普通預金 

口座番号  ００１５９４４ 

口座名義  神河町区長会 事務局 平 岡
ひらおか

 万
ま

寿夫
す お

 

 

【申込み・振込み 締切り日】 令和７年１月１０日（金）まで  
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○ ○ 区 区長 ○ ○ ○ ○ 印

緑枠内は加入申し込みされる場合に

御記入ください。

住民以外の傷害保険加入される場合、

Ａ・Ｂいずれかの金額です。

Ａ・Ｂいずれでも５名分固定です。

申込日を御記入ください

Ａ：434

Ｂ：500

Ａ・Ｂいず

れかの金額

8,650

Ａ:20,150

Ｂ:22,800

お配りしている封筒内の加入依頼書

により、１月１０日（金）までに申

し込み及び入金をお願いいたします。

Ａ・Ｂコースそれぞれの保険金

内容、保険料を御確認ください。
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※証券番号は、保険会社が記入します。

申込日を御記入ください

○○区長 ○○○○ 印

R6.1.26～R7.1.10の活動実績を、７回以内で

御記入ください。

（７回を超えると保険料が高くなります）

こちらの様式は、住民外の保険にも

加入される場合のみ作成が必要です。

※証券番号は、保険会社が記入します。
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